　　　精華町スポーツ推進委員公募実施要領

１　目的

　　精華町スポーツ推進委員（以下「スポーツ推進委員」という。）の委員を委嘱するにあたり、委員を広く住民からの公募により選考することにあたり、その詳細について定めることを目的とする。

２　委員定数

　　若干名とする。

３　任期

　　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。

　

４　申込資格

　　満１８歳以上の者（令和８年４月１日時点）で、年間１２回程度実施される定例会議及びニュースポーツ等の体験会その他関係するスポーツイベント等の事業に参加できる者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

（１）国及び地方公共団体の議員

　　（２）地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する、精華町の

審議会等の委員

５　申込方法

　　応募については、自薦とする。

　　応募の方法は、精華町スポーツ推進委員公募委員申込書に必要事項を記載するとともに、スポーツに関する経歴や応募の動機などを記載し、郵送、持参及びEメールにより提出するものとする。なお、応募書類一式は、返却しないものとする。

６　申込期間

　　令和７年１２月５日（金）から令和８年２月２７日（金）午後５時(必着)とする。

７　選考　

(1)応募書類及び面接により選考する。
(2)選考方法等については、別に定める。
　(3)選考結果は、応募者全員に文書にて通知する。

８　報酬

　　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給する。

９　資格の喪失

　　次の各号の事由が生じたときは、委員の資格を喪失するものとする。

　(1)本実施要領４に定める申込資格を失ったとき。

　(2)辞退の申し出があったとき。

